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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１１ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記

の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議

していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１２ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記

の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議

していく予定です。宅地面積につきましては、当計画地は第一種中高層住居専用地

域であり、吹田市の条例基準では最低宅地面積が 100㎡になりますが、全区画を 150

㎡以上となるような計画で進めております。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１３ 

見解書 

本計画地の緑地計画につきましては、敷地東側にある府営住宅の緑地の一部（活用

地部分のみで約 1,130 ㎡）を法面緑地として整備し、戸建住宅の宅地内緑化につい

ても地区計画若しくは建築協定にて一定のルールを設ける予定でございます。法面

緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満たして

おり、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法については、

現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所

有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議して

いく予定です。宅地面積につきましては、当計画地は第一種中高層住居専用地域で

あり、吹田市の条例基準では最低宅地面積が 100 ㎡になりますが、全区画を 150 ㎡

以上となるような計画で進めております。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１４ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の植栽計画を含めた地盤整備

方針についても、上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今

後、行政を含めて協議していく予定です。宅地面積につきましては、当計画地は第

一種中高層住居専用地域であり、吹田市の条例基準では最低宅地面積が 100 ㎡にな

りますが、全区画を 150 ㎡以上となるような計画で進めております。ご理解賜りた

く存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１５ 

見解書 

本計画地の緑地計画につきましては、敷地東側にある府営住宅の緑地の一部（活用

地部分のみで約 1,130 ㎡）を法面緑地として整備し、戸建住宅の宅地内緑化につい

ても地区計画若しくは建築協定にて一定のルールを設ける予定でございます。法面

緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満たして

おり、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法については、

現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所

有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議して

いく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１６ 

見解書 

・法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満

たしており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法につ

いては、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の地盤整備方針につい

ても、上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政

を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

・宅地面積につきましては、当計画地は第一種中高層住居専用地域であり、吹田市

の条例基準では最低宅地面積が 100 ㎡になりますが、全区画を 150 ㎡以上となる

ような計画で進めております。ご理解賜りたく存じます。 

・前述の理由から法面緑地の地盤整備方針については未定です。ご理解賜りたく存

じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１７ 

見解書 

１．工事の安全対策につきましては、細心の注意を払い行って参ります。今後、吹

田市環境の保全等に関する条例に則り、解体工事の説明、新築工事の説明をさ

せて頂く予定でおり、詳細な説明をさせて頂きます。ご理解賜りたく存じます。 

２．工事車両による道路の汚れにつきましては、工事中は適宜清掃を行って参りま

す。今後、吹田市環境の保全等に関する条例に則り、解体工事の説明、新築工

事の説明をさせて頂く予定でおり、詳細な説明をさせて頂きます。ご理解賜り

たく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１８ 

見解書 

１．宅地面積につきましては、当計画地は第一種中高層住居専用地域であり、吹田

市の条例基準では最低宅地面積が 100 ㎡になりますが、全区画を 150 ㎡以上と

なるような計画で進めております。ご理解賜りたく存じます。 

２．用途地域とは都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建物に一定

の制限を行う地域であり、都市計画法に基づいて見直しをされますが、用途地

域の変更につきましては、当方がお答え出来る事ではござません。ご理解賜り

たく存じます。 

３．法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を

満たしており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法

については、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針につ

いても、上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、

行政を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

４．千里ニュータウン内には大きな公園が多数存在しております。当計画内には公

園の設置を考えておりません。なお、新設する集会所の既存法面を取り込み、

緑地空間の中を通って「みはらし遊園」とつなぐような計画を考えております。

吹田市へのご意見に関しましては、お答え出来る立場ではござません。ご理解

賜りたく存じます。 

５．吹田市へのご意見に関しては、お答え出来る立場ではございません。大阪府か

ら説明会にて住民様より出た意見については、聞いておりますが、本見解書の

通りでございます。ご理解賜りたく存じます。 

６．当計画地は第一種中高層住居専用地域であり、吹田市の条例基準では最低宅地

面積が 100 ㎡になりますが、全区画を 150 ㎡以上となるような計画で進めてお

ります。戸建住宅の宅地内緑化についても地区計画若しくは建築協定にて一定

のルールを設ける予定でございます。吹田市へのご質問に関しましては、お答

え出来る立場ではござません。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。  
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№１９ 

見解書 

・本計画地の緑地計画につきましては、敷地東側にある府営住宅の緑地の一部（活

用地部分のみで約 1,130 ㎡）を法面緑地として整備し、戸建住宅の宅地内緑化に

ついても地区計画若しくは建築協定にて一定のルールを設ける予定でございます。

ご理解賜りたく存じます。 

・法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満 

 たしており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法につ 

いては、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、

上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含め

て協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

・千里ニュータウン内には大きな公園が多数存在しております。当計画内には公園・

広場の設置を考えておりません。なお、新設する集会所の既存法面を取り込み、

緑地空間の中を通って「みはらし遊園」とつなぐような計画を考えております。

ご理解賜りたく存じます。 

・当計画地は第一種中高層住居専用地域であり、吹田市の条例基準では最低宅地面

積が 100 ㎡になりますが、全区画を 150 ㎡以上となるような計画で進めておりま

す。ご理解賜りたく存じます。 

・千里ニュータウンのまちづくり指針、環境配慮指針を厳守し、周辺の住環境との

調和を維持した計画を進めて参ります。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№２０ 

見解書 

千里ニュータウン内には大きな公園が多数存在しております。当計画内には児童遊

園の設置を考えておりません。なお、集会所は法面緑地を取り込み、緑地空間の中

を通って「みはらし遊園」とつなぐような計画を考えております。法面緑地の面積

については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満たしており、変更

する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法については、現在検討中

であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所有形態・管

理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定で

す。災害時の避難行程の空間につきましては、考えておりませんが上記の緑地空間

の中を通って「みはらし遊園」とつなぐような計画を考えております。ご理解賜り

たく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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